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11 高年齢被保険者（65歳以上）
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ください。
ハ

ローワーク

・「基礎日数」とは、⑨欄の場合は⑧欄の、⑪欄

　の場合は⑩欄の期間において賃金支払の対象と

　なった日数のことです。

　日数の数え方は賃金形態によって異なります。

❶１日や１時間あたりの単価が決まっていて、就

　労した日数や時間に応じて賃金が支払われる、

　いわゆる「日給制」や「時間給制」の場合、賃

　金額はⒷ欄に記入します。

　　　　⬇
　各期間の出勤日数（有給休暇も含みます）を記

　載します

❷１か月の賃金が決まっていて、欠勤しても減額

　が行われない、いわゆる「完全月給制」の場合、

　賃金額はⒶ欄に記入します。

　　　　⬇
　各期間の暦日数（30、31等）を記載します

❸１か月の賃金が決まっていて、欠勤すると欠勤

　数に応じて減額が行われる等、いわゆる「日給

　月給制」の場合、賃金額はⒶ欄に記入します。

　１日あたりの減額の額の算定の方法の例は以下

　のようになります。

　❸−１　欠勤１日について、

　「基本給」×
暦日数（30または31日）

を減額する場合

　　　　⇩
　　各期間の暦日数（30、31日等）−欠勤日数を記

　　載します。（⑨⑪欄）

　❸−２　欠勤１日について、

　「基本給」×
各月又は１か月あたりの所定労働日数

を減額する場合

　　　　⇩
　　各月又は１か月あたりの所定労働日数−欠勤日数

　　を記載します。（⑨⑪欄）

※上の例以外の賃金形態の場合は、ハローワークの

　窓口までおたずねください。

⑨、⑪、⑫欄の記載について

１

１

31

ア　「離職日の翌日」欄には、④欄の翌日を記入してください。

イ　左側の月日欄には、離職日の属する月から遡った各月における

「離職日の翌日」に応当する日を記入してください。もし、応答

日がない場合は、その月の末日を記入してください。

ウ　右側の月日欄には、離職日に応当する日を記入してください。

もし応当する日がない場合は、その月の末日又は末日の前日を記

入してください。

エ　離職日以前2年間（高年齢継続被保険者の場合は１年間）につ

いて（24段まで）記入しますが、完全月で⑨欄の日数が11日以上

の欄が12段以上（高年齢継続被保険者の場合は６段以上）あれば

それ以前の期間は省略できます。

　また、疾病、傷病等で 30 日以上賃金の支払を受けることがで

きなかった場合は、最大離職日以前 4年の期間を記入できる場合

があります。

　なお、一葉に書ききれない場合は、「続紙」として別葉に記入

してください。
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・「基礎日数」とは、⑨欄の場合は⑧欄の、⑪欄

　の場合は⑩欄の期間において賃金支払の対象と

　なった日数のことです。

　日数の数え方は賃金形態によって異なります。

❶１日や１時間あたりの単価が決まっていて、就

　労した日数や時間に応じて賃金が支払われる、

　いわゆる「日給制」や「時間給制」の場合、賃

　金額はⒷ欄に記入します。

　　　　⬇
　各期間の出勤日数（有給休暇も含みます）を記

　載します

❷１か月の賃金が決まっていて、欠勤しても減額

　が行われない、いわゆる「完全月給制」の場合、

　賃金額はⒶ欄に記入します。

　　　　⬇
　各期間の暦日数（30、31等）を記載します

❸１か月の賃金が決まっていて、欠勤すると欠勤

　数に応じて減額が行われる等、いわゆる「日給

　月給制」の場合、賃金額はⒶ欄に記入します。

　１日あたりの減額の額の算定の方法の例は以下

　のようになります。

　❸−１　欠勤１日について、

　「基本給」×
暦日数（30または31日）

を減額する場合

　　　　⇩
　　各期間の暦日数（30、31日等）−欠勤日数を記

　　載します。（⑨⑪欄）

　❸−２　欠勤１日について、

　「基本給」×
各月又は１か月あたりの所定労働日数

を減額する場合

　　　　⇩
　　各月又は１か月あたりの所定労働日数−欠勤日数

　　を記載します。（⑨⑪欄）

※上の例以外の賃金形態の場合は、ハローワークの

　窓口までおたずねください。

⑨、⑪、⑫欄の記載について

１

１

31
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